
物件名 岐阜羽島　開発用地 広域地図

所在地 住居表示 岐阜県羽島市江吉良町

地番 岐阜県羽島市江吉良町2750番（代表地番）

交通 名神高速道路「岐阜羽島IC」 約0.1km　東海道新幹線「岐阜羽島」駅 約1.0km

土地 面積 登記簿 ( )

実測

地目 宅地

権利 所有権（本物件は現物不動産であり、添付は私募の取り扱いの場合に適用されます）

接面道路 西側公道幅員約25.5m、北側公道幅員約4.4m、南側公道幅員約9m（拡幅予定）

建物 種類

延床面積 ( )

専有面積 ( )

構造規模

竣工年月

詳細地図

公法上 用途地域 準工業

の制限 建ぺい率 60%

容積率 200%

その他 岐阜羽島インター南部地区地区計画

防火地域：該当なし（22条区域外）

価格

備考 2024年7月　    開発造成工事着工

2025年6月末　開発造成工事竣工

2025年7月末　完了検査・公告完了・道路帰属

【岐阜羽島インター南部地区地区計画　概要】

＊以下に該当する用途の建築物は建築できません

　・住宅

　・共同住宅・寄宿舎・下宿

　・ホテル・旅館

　・店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場

　　その他これらに類する用途で政令で定めるものに供する建築物で　

　　その用途に供する部分の床面積の合計が10,000㎡を超えるもの 取引態様＜媒介＞ 国土交通大臣（4）第7120号

　・風俗営業関連施設

＊建築物の敷地面積の最低限度：10,000㎡

＊南側接道は地区計画における地区施設（道路）となり、幅員約9mの区画道路の整備が予定されています

注）本書は、あくまでも参考であり本内容を保証するものではありません。 東京都千代田区紀尾井町1番3号 東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井タワー

※成約の際には仲介手数料として、成約価格の3％を乗じた金額と60,000円の合計（消費税等相当額は別途） を申し受けます。

ジョーンズ ラング ラサール株式会社　

キャピタルマーケット事業部

物件概要書

1,431,000,000円

面積

20,562.85㎡ 6,220.26坪

－

0.00坪

0.00坪

岐阜羽島IC

名古屋駅
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信託受益権物件概要書についての留意事項-1
１．商号： ジョーンズラングラサール株式会社
２．金融商品取引業者である旨・登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第１３１７号

３．金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価（以下「手数料等」という。）に関する事項
(1) 信託受益権売買の媒介にかかる手数料について
弊社ジョーンズ ラング ラサール株式会社は本信託受益権の媒介業者であり、購入者は弊社に媒介行為への報酬として信託受益権
の成約価格に3％（消費税等相当額は別途）を乗じた金額と60,000円（消費税等相当額は別途）を合計した金額を上限としてお支
払い頂きます。なお、本信託受益権売買にあたり、購入者が弊社に加え、弊社以外の第三者を媒介者とする場合、当該第三者に
媒介手数料を支払わなければならいない可能性があります。その場合の手数料額は当該第三者との協議のうえ決定することとな
るため、当該金額、上限額又は計算方法の概要を表示することができません。
(2) 信託報酬について
購入者は、信託受託者に対し報酬を支払う必要がありますが、報酬額は信託受託者との協議のうえ決定することとなるため、当
該金額、上限額又は計算方法の概要を表示することができません。
(3)その他の費用について
購入者は信託受益権を購入するにあたり、媒介手数料と信託報酬以外に信託受益権売買契約書等に貼付すべき印紙、登記関連の
司法書士手数料が発生します。

信託受益権物件概要書についての留意事項-2-1
４．指標に係る変動を直接の原因として損失が生じるおそれに関する事項
購入者が行う金融商品取引行為（信託受益権の売買）については、以下の指標に係る変動により損失が生ずるおそれがあります。
(1)不動産市況
信託財産のうち不動産の時価については、地価・賃料等不動産市況の変動により、信託設定時に比べて減少する場合があります。
不動産市況の変動によっては、信託勘定内債務が信託財産（不動産及び金銭等）の時価を上回る（債務超過になる）場合もあり
ます。また、信託財産の処分時の価格によっては、元本欠損又は受益者による追加資金の拠出が必要となることがあります。



信託受益権物件概要書についての留意事項（2）

1

信託受益権物件概要書についての留意事項-2-2
 (1)地震等の災害リスク及び土壌汚染等の環境リスク
本件不動産の全部又は一部が、地震などの災害によって滅失、毀損又は劣化等した場合、土壌汚染等の隠れた瑕疵が見つかった
場合等に、信託収益の減少又は受益者による追加資金の拠出が必要となることがあります。
 (2)税制
信託財産のうち不動産に適用される税制（固定資産税・都市計画税等）の変更により、信託収益の減少又は受益者による追加資
金の拠出が必要となることがあります。
 (3)不動産の瑕疵
信託財産のうち不動産の瑕疵（土壌汚染等含む）、及び瑕疵担保責任を負う者の信用状況（事業内容、財務等の経営状況の変化
等）により、信託収益の減少又は受益者による追加資金の拠出が必要となることがあります。

(2)空室率、賃料水準の変動、金利、公租公課の変動
信託財産のうち不動産の稼動状況（空室率）、賃料水準の変動（周辺相場によるもの及び本物件固有の原因によるものを含む）、
賃借人又は転借人の変更、賃貸不能、賃貸事業の必要諸経費、金利変動、公租公課の変動等によって、信託配当の減少、又は受
益者による追加資金の拠出が必要となることがあります。
(3)賃借人又は転借人の信用状況
信託財産のうち不動産の賃借人又は転借人の信用状況（事業内容、財務等の経営状況の変化等）の変動（賃料不払等）により信
託収益の減少又は受益者による追加資金の拠出が必要となることがあります。
(4)不動産の管理・運用に係る事業関係者の信用状況
信託財産のうち不動産の管理・運用に係る事業関係者の信用状況（事業内容、財務等の経営状況の変化等）の変動により信託収
益の減少又は受益者による追加資金の拠出が必要となることがあります。
(5) 設計・施工会社等の信用状況
信託財産のうち建物に瑕疵が発見された場合の求償先としての建物の設計・施工会社等の信用状況の変化により、信託収益の減
少、元本欠損又は設計・施工会社等の破綻、変更等による追加資金拠出の必要が生じることがあります。
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(4)信託受益権の流動性
信託受託者を通じて信託財産としての不動産を処分する場合には、不動産としての流動性リスクが存在します。また信託の受益
権を譲渡しようとする場合には、信託受託者の承諾が信託契約上必要となります。
(5)信託財産の管理・運営に関する費用
信託財産の管理・運営を行うにあたり、受託者は公租公課等の債務を負担することがあります。信託終了時にこれらの債務が残
る場合においては、終了時の信託財産及び受益者が受託者に対して負担することになります。

信託受益権物件概要書についての留意事項-3
５．当該金融商品取引契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実について
特に該当ありません。

信託受益権物件概要書についての留意事項-4
６．本件にかかる苦情処理措置及び紛争解決措置に関する事項
(1) 弊社の苦情処理措置について
弊社は、お客様からの苦情や要望（以下、「苦情等」といいます。）に対し、誠意を持って迅速かつ適切真摯に対応し、十分な
説明責任を果たすことにより、お客様の理解を得るよう努めるものとします。
(2) 弊社の苦情処理体制及び処理手続きについて
①本件に関するお客様からの苦情等は、キャピタルマーケット事業部が受け付けその内容を記録するとともに、リーガルアンド
コンプライアンス部に報告を行います。また経営上重要と判断される場合は、代表取締役に直接報告します。
②キャピタルマーケット事業部は、お客様及び社内関係者から十分に事情を聴取し、顧客の正当な利益を損なうことのないよう
誠意を持って、かつ迅速に対応します。
③キャピタルマーケット事業部は、事情聴取の結果を踏まえて、リーガルアンドコンプライアンス部と対応方法を協議し、代表
取締役への報告・承認を得た上で、お客様に対し対応案を提示し解決を図る。なお、必要に応じ、弁護士等専門家と相談・協議
を行います。
④ 苦情等の対応に関与する役職員は、お客様の個人情報について、個人情報保護の観点から適切に取り扱うこととします。
⑤ 弊社は、苦情等の受付窓口を、弊社の店頭及びホームページに掲示その他の方法により、周知を図ることとします。
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◆ 苦情等連絡窓口
ジョーンズラングラサール株式会社 キャピタルマーケット事業部
〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町１番３号 東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井タワー１５階
TEL 03-4361-1800
URL  https://www.joneslanglasalle.co.jp/ja/contact-us

（当社営業日の午前9：00から午後5時）

信託受益権物件概要書についての留意事項-5
(3)  特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センターによる苦情等処理手続きについて弊社は、前項により苦情の解
決を図るほかに、次の団体を通じて苦情の解決を図ることとしております。この団体をご利用になる場合には、次の連絡先ま
でお申出下さい。
◆ 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
住所 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町２－１－１３
電話 ０１２０－６４－５００５（フリーダイヤル）
（月～金／午前9：00から午後5時 祝日等を除く）
同センターが行う苦情解決の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご照会下さい。
① お客様からの苦情の申立
② 会員業者への苦情の取次ぎ
③ お客様と会員業者との話合いと解決
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Summary of Financial Instruments Business Operator

Trade name Jones Lang LaSalle K.K.

Registration Number
Kanto Local Finance Bureau 

(Financial Instruments Business Operator) No. 1317

Member of the Financial Instruments Firms Association Type II Financial Instruments Firms Association

Handling Department Capital Markets Department

Contact Information
TEL 03-4361-1800

URL https://www.joneslanglasalle.co.jp/ja/contact-us

金融商品取引業者の概要/Summary of FI Business Operator

金融商品取引業者の概要

商号 ジョーンズラングラサール株式会社

登録番号 関東財務局（金商）第1317号

加入する金融商品取引協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会

取扱部署 キャピタルマーケット事業部

お問い合わせ先
電話 03-4361-1800

URL https://www.joneslanglasalle.co.jp/ja/contact-us




